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研究成果の概要（和文）：本研究は、予防的介入を視野に入れた受刑者に対する再犯予防策を示していくことを目指し
、特に精神的健康に焦点をあてた。対象とした長期受刑者収容施設受刑者の精神的健康度については低い状態であるこ
とが明らかになり、こころの健康と問題行動の頻回についても関連することが示唆された。そこで、再犯予防という視
点から問題行動を軽減することを目標とした介入として「こころの健康」を意識したプログラムを策定し実施した。プ
ログラム提供後のこころの健康は改善がみられた。出所後の社会生活において不安を抱えるだけではなく、自身のコン
トロール感が増すことが円滑な社会復帰という再犯予防につながることが期待される結果となった。

研究成果の概要（英文）：We aimed to show effective recidivism prevention. In addition to measuring the 
mental health of Prisoners, we clarified the associations between the advent of problem behavior. 
Prisoners seem to have low subjective well-being. And we observed a correlation between mental health and 
frequency of problem behavior, suggesting that the ability to control problem behavior is dependent on 
the subjective feeling of the health. Therefore we have conducted a CBT that focuses on mental health. We 
considered the significant improvements to correspond to the objective of our program.
This study have shown a promise of enabling convicts to start attaining a "feel safe " with the increase 
of one's own sense of mental control in the social life after being released from prison, rather than 
only dealing with anxiety. This study has clarified anew the low state of mental health of prisoners and 
the importance of interventions targeting subjective feelings of health for the prevention of recidivism.

研究分野： 司法精神医学

キーワード： 法と心理学　こころの健康　犯罪　予防　介入
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１．研究開始当初の背景 
 平成 23 年度の犯罪白書の報告では、前年度
の再犯者率は 42.7％、再非行率も 31.5％と公
表されている。これは過去最高の数値である
が、近年においてわが国における再犯率はこ
のような値で推移している。国は、今後 10
年間で再犯者を大幅に減らす目標として、平
成 24 年 7 月に、犯罪対策閣僚会議が刑務所
出所者等の出所等年を含む 2年間における刑
務所等に再入所等する者の割合を過去 5年に
おける平均値を基準として 33 年までに 20％
以上減少させるという数値を設定するなど、
再犯防止対策の着実な推進に向けた取組が
加速しているが、そのような背景を受けて、
再犯防止策としては具体的にどのような取
り組みなのかということを検討していかな
くてはならない必要性が高まっている。 
同様の動向は諸外国においても指摘され

ており、欧米においては「グッドライブズも
出る（GLM）」の導入が注目されている。こ
のモデルでは健全な人間は人を傷つけて幸
せを獲得するようなことはないという考え、
生活の中で感じる満足感に焦点をあてたプ
ログラムの提案が推奨されている。また受刑
者の QOL(Quality of life)や Well-being に関
する指摘や報告もあり（Khurana& Dhar, 
2000）、社会生活をよりよく生きる力を養い、
受刑者が健全な生活を自身の力で維持し、出
所後、社会に再統合されることの本人たちの
意欲を高めるような具体的な取り組みを重
要視するような取り組みが注目されている。  
わが国においても、監獄法が改正され、刑

事収容施設及び被収容者等の処遇に関する
法律となったことを機に、今まで以上に刑務
所の出所者に対する就労支援や定住先の確
保、職業訓練の充実をはかるとともに、受刑
者に対する効果的なプログラムの実施を具
体化する上で、上述したような精神的な健康
観に焦点を当てた調査および実証研究が求
められるといえる。 
  
２．研究の目的 
 本研究は、受刑者の再犯罪に対する予防的
介入を視野に入れた効果的な策を示してい
くことを目指し、大学の研究機関と刑事施設
との協力体制を構築し、犯罪者の「こころの
健康」に焦点をあて問題行動との関連につい
て分析することを目的とするものである。さ
らに、認知行動療法ベースのプログラムを作
成し、刑事施設の特性にあわせて提供するこ
とを提案し、再犯予防を目的とした効果的な
取り組について実践的に検証することを目
的とする。 
 
３．研究の方法 
 本研究の方法は以下の通りである。 
（ 1 ） WHO-SUBI （ The Subjective 
Well-being Inventory）を受刑者に実施し、
全受刑者の罪名・刑期・学歴・刑期経過年数・
懲罰の有無および回数のデータと合わせて

分析する。 
WHO-SUBIは、40項目から心の健康度（陽

性感情）および心の疲労度（陰性感情）を測
定する尺度であり、11 の下位尺度から、心の
健康度、心の疲労度を評価することができ、
どのようなアプローチが可能かを検討でき
るものであり、国際的にも通用するツールで
ある。 
 
（２）諸外国のプログラムを参考にし、精神
的健康を高めることに焦点を当てた認知行
動療法をベースとしたプログラムを策定し、
「プログラムを殺人・殺人未遂事件において
受刑している者を対象とした「被害者の視点
を取り入れた指導」に導入する。 
 
（３）実証研究として、プログラム提供によ
る介入前後の変化を検証し、および今後の課
題について検討する。 
 
４．研究成果 
 本研究課題の成果として、まず大学研究機
関と刑事施設の共同研究関係を構築し、予防
的介入を視野に入れた取り組みに挑戦する
ことが可能となった画期的なものであるこ
とが大きいと言える。また、一施設ではある
が、約 800 名のデータについて分析検討をお
こなったこと、あわせて単なる数量的な分析
にとどまることなく臨床的介入も行い、実践
的な検証に着手することができたことも重
要な成果である。 
 本研究実施期間中、国内外において共同研
究に関する議論を積極的に行ったことにつ
いて、研究対象施設職員の関心が高まり、ま
た関連施設との間においても受刑者のここ
ろの健康度に着目した取り組みが活発化し
たことは、学会発表を積極的に行ったことに
よるところが大きい。 
前述したように一施設の、まさに挑戦的な

取り組みで開始したが、施設へのフィードバ
ックにも力を入れたことにより、他施設から
の共同研究依頼に結びついていくことにな
った。今後は、他施設との比較検討、継続し
て効果検証を行うことはもちろんのこと、得
られたデータに関しても、より精査していく
ことにより、いつ、どの段階でどのような介
入に可能性が有益であるかについても検討
を行う必要がある。 
 具体的な結果につて以下に報告する。 
 
（１） 受刑者のこころの健康度について 
長期受刑者に対して WHO-SUBI（The 

Subjective Well-being Inventory）を実施し、
全受刑者の罪名・刑期・学歴・刑期経過年数・
懲罰の有無および回数等の属性データと合
わせて分析した（N＝724）。WHO=SUBI で
は、得点が高いほど、こころの健康度が維持
されていることを意味する。42 点以上が望ま
しいとされる。こころの疲労度についても得
点が高いほど疲労度が低いとされ、48 点以上
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（３）効果検証としての視点 
 （２）で示したように、諸外国における刑
事施設の処遇向上として着目されているこ
ころの健康度や問題解決能力に注目したプ
ログラムの介入を行い、受講前後に実施した
が、さらに通常（既存）のプログラム受講群
（A）・当該研究において作成したプログラム
導入群（B）の変化について分析した。 
尚、分析対象者は 69 名（A 群 35 名・B 群

34 名）とした。 
この対象者を、群 2（A 群，B 群；被験者

間）×時期 2（pre，post；被験者内）で分析
した結果、 社会的な支え（WHO-SUBI）に
おいては、交互作用が有意傾向（※無期刑 19
名を除外し，有期刑 50 名のみのデータで分
析した場合には有意）がみとめられた。A 群
の Post 得点が Pre 得点と比較して高い得点
である（※有期刑 50 名のみのデータで多重
比較をした場合に有意傾向）。その他、統計
的に有意な結果が認められなかったため、本
調査では以下の調査も行った。 
 
・SURPS-J による調査 

SURPS-J とは Dr. Patricia Conrod ら) が 
物質使用のリスク要因となるパーソナリテ
ィを測定するための Substance Use Risk 
Profile Scale（SURPS）を開発した尺度の日
本版である。パーソナリティを特定し，予防
教育を行うために作成された尺度であり、23
項目、4 つの下位尺度で構成されている。 
取り扱いが簡便である尺度であり自記式の
チェックシートとなっている。この信頼性・
妥当性はイギリス  でも報告されており
(Conrod and Woicik, 2002)、日本版に関して
も研究が進められている（大宮,2015）。 
4 つの解釈尺度は以下の通りである。 
・不安感受性 (Anxiety Sensitivity ) 
・絶望感    (Hopelessness ) 
・刺激探求   (Sensation-Seeking) 
・衝動性    (Impulsive) 

  SURPS-J の結果、交互作用が有意であり、
B 群の Post 得点が Pre 得点と比較して高い
得点であった（※多重比較においても有意）。
このことは、自身の問題性を認識するように
なったことが推測される結果であることが
考えられる。 
 
本研究では、長期受刑者収容施設収容者の

こころの健康度の調査分析および有効的な
介入の検討のための実証的研究を試みた。受
刑者の主観的健康感は低いことが明らかと
なり、また精神的健康度と問題行動の関連性
を示唆する結果も得られた。受刑者の再犯防
止を考える上で、あらたな視点としてこころ
の安定を視野に入れた介入の重要性を浸透
させることが求められる。また、受刑期間や
有期刑か無期刑かという刑期執行年数や刑
罰ごとに課題があることがうかがわれ、それ
ぞれに適した介入方法、実施方法の検討、目
標設定への課題が示唆された。特に本調査施

設収容者においては約 60％が無期刑であり、
また入所期間が長期化しているものが多い
ため、「出所後の目標」が立てにくい状態で
あることも推測され、この点においてもどの
ようなエクササイズをプログラムのなかで
実施するかについても検討していくことが
重要である。上述したような課題を抱えるな
かにおいても、長期受刑者対象に行われる指
導において、こころの健康を意識したプログ
ラム実施は、社会的支えを感じることができ
る機会となり、また発言の機会やエクササイ
ズでの手応え、グループメンバーとの学びと
いう関わりを通して、幸福感を感じることが
でき、さらには自身の精神的コントロール感
が高まっていることを感じることができる
ようになっている。 
精神的健康を維持することと自身のコン

トロール感とは関連があり、現実認識が的確
であり、自尊感情が適度に高く、人と親和的
関係をもてること、生産性が適度に高いこと
などの要件がこころの健康に必要であると
いう指摘も含めて(玉瀬ら, 2004；玉瀬ら, 
2005)、対人関係のスキルのエクササイズ経
験が精神的健康度に与える影響も推測され
る。 
また、精神的コントロール感の改善ととも
に、問題に対処する、できる意欲が高まるこ
とが推測され、このような結果は、棚上げし
ていた自身の問題や、くり返してしまう行動
のリスクとなる問題への気づきを促し、現状
の理解を促進し現実認識を高めることも考
えられる。 
 もちろん介入結果でもあげられるように、
有期刑の者と無期刑の者へのアプローチに
ついても刑事施設の課題として取り上げ続
ける必要がある。 
本研究は一施設の初犯の者を対象として

いるが、受刑者が出所後に社会に適応し、生
活を営む際の問題解決能力を高めるトレー
ニングや、何よりも主観的健康感が自身の生
活の安定につながることを重視し、問題性に
着目した指導や、効果測定を継続的に行って
いくことの必要性が明らかとなった。また、
本調査対象者の収容施設の多くは初犯のも
のであるため、犯罪性の進行という観点とこ
ころの健康度、介入に関する実践についても
研究を行うことも重要である。 
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